
■寄付金控除の計算イメージ（具体例）

寄付金　４０，０００円

寄附控除対象　３５，０００円

住民税の税額控除　３１，５００円

給与収入700万円で夫婦子２人世帯で

４０，０００円を寄附した場合

適用下限額（寄付金控
除の対象外）５，０００円

所得税の所得控除
による税額軽減
   　３，５００円

住民税の基本控除額
　　３，５００円
　　（１０％一律）

住民税の特例控除額※
　　２８，０００円
（所得税の限界税率に応じて９０％～
５０％で変動：このケースは８０％）

※住民税の特例控除額の上限は、住民税所
得割額の１０％（このケースでは２９，３５０円）

所得税の限界税率　１０％
住民税所得割額　２９３，５００円


